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国の動向

• 東日本大震災以降の国単位での災害
時の歯科保健医療の体制整備

• 能登半島地震を経た現状

–保健医療福祉活動チーム

–令和7年7月の災害関連法規改正

–D24Hの活用の通知



災害時の歯科保健医療の課題

歯科診療所の稼働
（移動困難による通院困難）

自治体（保健所・保健センター）
の体制
業務委託先の体制
（移動困難による参加困難）
口腔健康管理が困難

水、洗口所、口腔ケア用品、意欲
病院や施設における環境が整わない
水、口腔ケア用品、スタッフ
口腔機能が維持しにくくなる
運動量、会話量

個人の口腔衛生管理環境が整わない

歯科保健提供体制の
縮小・崩壊

歯科医療提供体制の
縮小・崩壊

口腔健康管理/口腔機能管理

口腔ケア 口腔体操

肺炎/続発症予防・適切な栄養摂取

歯科疾患の予防

口腔内の感染症の予防

適切な咀嚼/摂食/嚥下
機能維持

口腔内細菌 増殖予防 唾液分泌量/筋力維持

(適切な栄養摂取可な状態)

歯科治療

口腔健康/機能管理 しっかり噛んで
飲み込める！

清潔を保って
疾病予防！

【寄稿】能登半島地震による被災者の口腔への影響と，地域で連携した「食べる」支援の継続
2025.04.08 医学界新聞：第3572号，https://www.igaku-shoin.co.jp/paper/archive/y2025/3572_05

日本災害歯科保健医療連絡協議会※平成２７年４月設置

＜目的＞ ＜参画団体＞

大規模震災後の避難所・仮設住
宅、被災者等への歯科保健医療
の提供は、（急性期から慢性期に）
に至るまで、様々な歯科関係職種
の継続的な支援が必要である。

そのため、日本歯科医師会主導
の下、歯科関係団体同士の連携
や災害対応に関する認識の共通
化を図るとともに、各歯科団体独
自の行動計画等の情報集約や共
有を促し、有事に際して国や都道
府県との連携調整を行い、被災地
の歯科医療救護や被災者の歯科
支援活動を迅速に効率よく行うべく、
協議していく。

①日本歯科医師会
②日本歯科医学会
③日本私立歯科大学協会
④国立大学歯学部長・歯学部附
属病院長会議
⑤全国医学部附属病院歯科口腔
外科科長会議
⑥日本病院歯科口腔外科協議会
⑦日本歯科衛生士会
⑧日本歯科技工士会
⑨全国行政歯科技術職連絡会
⑩日本歯科商工協会

※オブザーバー：内閣府、厚生労働省、
日本医師会（JMAT関係者）、防衛省ほか

日本災害歯科保健医療連絡協議会

連絡
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行動指針 共通書式
災害歯科保健医療

標準テキスト

ＪＤＡＴ

活動要領
JDAT（Japan Dental Alliance Team︓⽇本災害⻭科⽀援チーム）は、

災害発生後おおむね 72 時間以降に地域⻭科保健医療専門職により⾏わ
れる、避難所等における応急⻭科診療や⼝腔衛⽣を中⼼とした公衆衛⽣
活動を支援することを通じて被災者の健康を守り、地域⻭科医療の復旧
を支援すること等を目的としている。

⼤規模災害時には、公益社団法⼈⽇本⻭科医師会（以下、「⽇本⻭科
医師会」という。）が基幹事務局となり組織する⽇本災害⻭科保健医療
連絡協議会（以下、「連絡協議会」という。）として、被災地域の都道
府県の派遣要請を踏まえた厚生労働省からの要請に基づき JDAT を派遣
し、被災地域に⼈的⽀援や物資の⽀援等を⾏う。

JDAT（Japan Dental Alliance Team：
日本災害歯科支援チーム）

JDAT活動要領2025年3月（第2版） https://www.jda.or.jp/dentist/disaster/pdf/JDAT_v02.pdf

【目的・趣旨】（抜粋）
（下線、太字は追記）

これらの支援を通じて、被災した地域が日常を取り戻すためのお手伝

いをさせていただきます。歯や口に関することで、お困りのことやご希望

がありましたら、遠慮なくご相談ください。歯みがき用品の提供を含め、

全て無料です。

を、おひとりおひとりの状態にあわせてご紹介・ご説
明し、必要な歯みがき用品をご提供します。

災害時のお口のケアが、肺炎などのからだの病気
を予防することなども、あわせてお伝えします。

• お水が少ない時の歯みがきの工夫
• お口が乾きやすい時のマッサージ方法

皆さんがお集まりの場所
で、歯や口からの健康の保
ち方をご説明したり、お口
の体操をしたりします。

• お口の体操
• 歯や口と健康 講和

近隣の歯科診療所が再開する
までの間、痛みをとる、食べやすく
する、などの応急治療を行います。

• 歯が痛い、口内炎ができた
• 入れ歯が痛い、ゆるい
• 歯の詰め物がとれた
• 食事が食べにくい、むせる

• JDAT (日本災害歯科支援チーム)は、歯科医師・歯科衛生士・
歯科技工士などによるチームです。

• 避難所や高齢者施設等において、応急歯科治療や口腔衛生
の確保・口腔機能の維持をサポートします。

地域の歯科診療所の再開
状況にあわせて、治療が必
要な方を診療所に繋ぎます。

歯科保健活動
【集団】

お口の
健康づくり歯や口のお困りごとなどを確認し、

災害時の生活における工夫の仕方

地域の歯科医療
提供体制の再構築

歯科相談
応急歯科治療

災害歯研 Ver1.2（202504）

＜連絡先＞ ＊＊歯科医師会 ＊＊＊－＊＊＊－＊＊＊＊

災害時の歯科の活動
応急歯科診療 口腔ケア

パ

歯科保健活動
（口腔清掃の啓発・指導／口腔ケア／口腔機能・健康管理）

応急歯科診療

歯科の新常識 「災害時の歯科活動」，LION Dent.File vol.57, 2025May

日本災害時公衆衛生歯科研究会HPに転載許可を得て転載 https://jsdphd.umin.jp/forcitizens.html



JDAT チーム構成・期間のイメージ

【構成（例）】

歯科医療救護チーム
歯科医師２、事務職１
歯科医師２、歯科衛生士１、歯科技工士１

歯科保健支援チーム
歯科医師２、歯科衛生士２

歯科診療所休診時期（活動開始時）

歯科診療所再開時期

【期間（例）】 4日間程度／チーム

歯科保健支援チーム
歯科医師１、歯科衛生士２～３

日土金木水火月

引
継 引

継

引
継

引
継

チームＡ
チームＢ

チームＣ
チームＤ

© 2024 DPHD

保健医療･福祉活動チームとJDATとの連携

応急歯科診療

口腔衛生管理、歯科保健指導
口腔感染症・災害関連疾病（誤嚥性肺炎）予防

地域歯科医療再開

地域歯科保健の
再構築

超急性期 急性期 亜急性期 慢性期

被災地での
歯科対応

歯科チーム

先遣JDAT

地域JDAT 支援JDAT

支援JDAT 支援JDAT

歯科支援開始 医療ニーズから
保健フェーズへ

避難所集約・
仮設住宅へ移行

歯科診療所再開
仮設歯科診療所開設（必要時）

支援JDAT 支援JDAT

歯科の
フェーズ

JMAT JRAT

DWAT 社会福祉協議会

DMAT
歯科 歯科

歯科

地域JDAT

統括JDAT

連携・情報共有

連携・情報共有

連携・情報共有

保健医療・福祉活動チームとJDATとの連携

連携・情報共有

復興リハビリテーション

地域ささえ合いセンター

※ 概念図であり、タイミングはこの限りではありません

歯科保健医療

多職種・地域資源

連携・情報共有

（必要時、歯科救護所設置)

JDA-DAT
歯科

連携・情報共有

© 2024 DPHD

保健医療福祉
調整本部

市町村への歯科保健医療“県外”支援

県外
派遣単位

県外
人的派遣調整

県外県内

１W厚労省／日歯
歯科支援チーム
（全国）

東日本大震災

１W（ただし前
後2チーム）

福岡県歯
（ブロック幹事県歯）

口腔機能支援チーム
（九州沖縄山口）

平成28年熊本地震

歯科チーム
（3大学）

平成29年九州北部豪雨

歯科チーム平成30年7月豪雨

歯科チーム
（2大学）

北海道胆振東部地震

歯科チーム令和元年台風15・19号

歯科チーム令和2年7月豪雨

多種多様日歯
ＪＤＡＴ
（全国）

令和6年能登半島地震

（県内）

被災県歯 日帰り

○都道府県は、災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）による活動と並行し
て、また、災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）活動の終了以降、日本医
師会災害医療チーム（ＪＭＡＴ）、日本赤十字社、独立行政法人国
立病院機構、独立行政法人地域医療機能推進機構、国立大学病
院、日本災害歯科支援チーム（ＪＤＡＴ）、日本薬剤師会、日本看護
協会、民間医療機関等からの医療チーム派遣等の協力を得て、指
定避難所等、救護所も含め、被災地における医療提供体制の確
保・継続を図るものとし、その調整に当たり、災害医療コーディネー
ターは、都道府県に対して適宜助言及び支援を行うものとする。そ
の際、都道府県は、医療チーム等の交代により医療情報が断絶す
ることのないよう、被災地における診療情報の引継ぎが適切に実
施されるよう、努めるものとする。

防災基本計画 令和5年5月 P73～74

第２編各災害に共通する対策編
第２章災害応急対策 第４節救助・救急、医療及び消火活動
２医療活動 (2) 被災地域外からの災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）等の派遣

https://www.soumu.go.jp/main_content/000650514.pdf
※改正前の記載は「日本歯科医師会」



(6) 保健医療活動チーム

災害が沈静化した後においても、被災地の医療提供体制が復旧
するまでの間、避難所や救護所等に避難した住民等に対する健康
管理を中心とした医療が必要となるため、様々な保健医療活動チー
ム（日本医師会災害医療チーム（JMAT）、日本赤十字社の救護班、
独立行政法人国立病院機構の医療班、全日本病院医療支援班
（AMAT）、日本災害歯科支援チーム（JDAT）、薬剤師チーム、看護師

チーム（被災都道府県以外の都道府県、市町村、日本看護協会等
の関係団体や医療機関から派遣された看護職員を含む）、保健師
チーム、管理栄養士チーム、日本栄養士会災害支援チーム（JDA-

DAT）、日本災害リハビリテーション支援チーム(JRAT)、その他の災害
医療に係る保健医療活動を行うチーム）が、DMAT、DPATとも連携し
つつ、引き続いて活動を行っている。

P98

２災害医療の提供

第１災害医療の現状
災害時における医療体制の構築に係る指針

医政地発0331第14号
令和５年3月31日

最終改正 医政地発0629第３号
令和５年６月29日

疾病・事業及び在宅医療に係る医療体制について

各都道府県衛生主管部（局）長殿
https://www.mhlw.go.jp/content/001103126.pdf

厚生労働省医政局地域医療計画課長

© 2024 DPHD

第一 都道府県及び保健所における歯科保健医療業務
２地域歯科医療提供体制の構築について
（６）災害時歯科保健医療体制の確保

都道府県は、大規模災害時における歯科医療の確保、避難所等に
おける口腔衛生管理の対応等を迅速に行うため、歯科医師会、歯科
衛生士会、歯科技工士会、大学歯学部等と連携し、災害時対応の共
有や人材育成等の体制整備に努めることまた、災害時対応マニュア
ルの作成や人材育成等に努めること。

第二 市町村における歯科保健業
２歯科保健事業等の実施について
（９）地域の特性に応じた歯科保健事業

市町村は、上記の（１）～（８）に示した事業の他、外国人対応、離
島・中山間地域等の無歯科医地区対応、生活困窮者対応等、地域の
特性に応じ、必要な歯科保健事業の実施に努めること。

地方公共団体における歯科保健医療業務指針
令和６年４月１日 適用

https://www.mhlw.go.jp/content/001267309.pdf

第六 その他歯科口腔保健の推進に関する重要事項

三 大規模災害時の歯科口腔保健に関する事項

災害発生時には、避難生活等における口腔内の清掃不良等によりリ
スクが高くなる誤嚥性肺炎の発症等の二次的な健康被害を予防するこ
とが重要であり、平時から国民や歯科口腔保健の関係者に対して、災
害時における歯科口腔保健の重要性について普及啓発活動に努める
必要がある。

また、地方公共団体においては、大規模災害時に必要な歯科保健
サービスを提供できる体制構築に平時から努める必要があり、災害時
に対応できる歯科専門職や災害発生時の歯科保健活動ニーズを把握
する人材の育成に努めるとともに、地域の職能団体等の関係団体と連
携するように努めることとする。なお、大規模災害時の歯科口腔保健等
に関する活動の指針等を策定する等の対応を行うことが望ましい。

「歯科口腔保健の推進に関する法律」（平成２３年法律第９５号）第１２条第１項

【官報】歯科口腔保健の推進に関する基本的事項（厚生労働省告示第289号）

（下線は追記）

歯科口腔保健の推進に関する基本的事項（R6年度～）

災害時の保健医療福祉に関する横断的な支援体制の構築について，
「令和６年度健康危機における保健活動推進会議」令和７年１月21日

歯科

福祉

リハ

栄養

心理

医療

保健

医療

保健



JDAT
歯科医師医会
歯科衛生士会
歯科技工士会

災害時の保健医療福祉に関する横断的な支援体制の構築について，
「令和６年度健康危機における保健活動推進会議」令和７年１月21日

災害時の保健医療福祉に関する横断的な支援体制の構築について，
「令和６年度健康危機における保健活動推進会議」令和７年１月21日

【行政説明資料１】大規模災害時の保健医療福祉活動に係る体制の強化等について, 

令和７年度保健師中央会議プログラム, 令和７年８月29日，https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_61132.html

【資料２】災害医療・新興感染症医療に関するワーキンググループの議論の進め方について，厚生労働省医政
局地域医療計画課，第１回災害医療・新興感染症医療に関するワーキンググループ，2025年12月18日
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65318.html



市川学（芝浦工業大学システム理工学部），教育講演３ 保健 / 医療 / 福祉をつなぐD24H，日本災害看護学会
第27回年次大会，国立オリンピック記念青少年総合センター，2025年9月7日 https://www.mhlw.go.jp/content/001463038.pdf

大規模災害時における「災害時保健医療福祉活動支援システム（D24H）」の活用について（周知）

事務連絡令和7年3月25日

１．【歯科保健医療の確保】

Q1. 受診可能な近隣の歯科など
ある
ない
不明

Q2. 巡回歯科チーム
ある
ない
不明

２．【口腔清掃などの確保】

Q3. 歯磨き用の水
充分足りている
まあまあ足りている
やや足りない
補充が必要である
不明

Q4. 歯磨きの場所
充分足りている
まあまあ足りている
やや足りない
補充が必要である
不明

口腔保健アセスメント（1/4） 口腔保健アセスメント（2/4）

３．【口腔清掃用具などの確保】

Q5. 歯ブラシ（成人用）
充分足りている
まあまあ足りている
やや足りない
補充が必要である
不明

Q6. 歯ブラシ（乳幼児用）
充分足りている
まあまあ足りている
やや足りない
補充が必要である
不明

Q7. 歯磨き剤
充分足りている
まあまあ足りている
やや足りない
補充が必要である
不明

Q8. うがい用コップ
充分足りている
まあまあ足りている
やや足りない
補充が必要である
不明

Q9. 義歯洗浄剤
充分足りている
まあまあ足りている
やや足りない
補充が必要である
不明

Q10. 義歯ケース
充分足りている
まあまあ足りている
やや足りない
補充が必要である
不明



４．【口腔清掃や介助などの状況】

Q11. 歯磨き

概ねしている
まあまあしている
あまりしていない
ほぼしていない
不明

Q12. 義歯清掃

概ねしている
まあまあしている
あまりしていない
ほぼしていない
不明

Q13. 乳幼児の
介助

概ねしている
まあまあしている
あまりしていない
ほぼしていない
不明

Q14. 障害児者・
要介助者の介助

概ねしている
まあまあしている
あまりしていない
ほぼしていない
不明

口腔保健アセスメント（3/4）

５．【歯や口の問題の訴え】

Q15. 痛みがあるもの

ある
ない
不明

Q16. 上記ある場合の
人数

Q17. 義歯紛失や
義歯破折

ある
ない
不明

Q18. 上記ある場合の
人数

Q19. 食事などで
不自由な者

ある
ない
不明

Q20. 上記ある場合の
人数

Q21. 閉鎖申請 Q22. メモ Q23. 緊急事項

口腔保健アセスメント（4/4）

災害時避難所等
口腔保健ｱｾｽﾒﾝﾄシート

項目

基本情報

避難者数

高リスク者数
対象者

歯科保健医療
の確保状況

（１）歯科医療

水・洗口場の
確保状況（２）環境

歯ブラシ・歯磨剤

の確保状況
（３）用具

口腔衛生行動

介助の有無
（４）行動

痛みや不自由さの
有無（５）症状

その他

歯科／集団・迅速

© 2025 DPHDhttp://jsdphd.umin.jp/ 災害対応に係る保健医療福祉関係団体連絡会議（会議資料1厚労省） 2025年7月2日



https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_48043.html
資料２ 災害時の被災者支援との連携について，第７回地域共生社会の在り方検討会議、厚生労働省
社会・援護局，令和6年12月26日（木）

資料１ 災害に備えた福祉的支援体制について，第３０回社会保障審議会福祉部会，厚生労働省
社会・援護局，令和7年10月21日 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64916.html

災害救助法施行令（新）
（医療、福祉、土木建築工事及び輸送関係者の範囲）

第四条 法第七条第一項及び第二項に規定する医療、福祉、土木建築工事
及び輸送関係者の範囲は、次のとおりとする。

一 医師、歯科医師又は薬剤師

二 栄養士、管理栄養士、保健師、助産師、看護師、准看護師、診療放射
線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、臨床工学技士、救
急救命士、言語聴覚士、歯科衛生士又は歯科技工士

三 保育士、社会福祉士、介護福祉士、介護支援専門員、精神保健福祉士、
公認心理師又は児童福祉法（昭和二十二年法律第百六十四号）第二
十四条の二十六第二項に規定する指定障害児相談支援若しくは障害
者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成十
七年法律第百二十三号）第五十一条の十七第二項に規定する指定計
画相談支援に従事する者として内閣府令で定める者

令和7年7月1日施行

https://laws.e-gov.go.jp/law/322CO0000000225



３
応急対策

（仮設住宅入居まで）

２
応急対策

（避難所対策中心）

１
緊急対策

０
初動体制の確立

保健医療活動に
おけるフェーズ

1･2か月？～4日目～1･2か月？24～72時間以内発災～24時間時期（目安）

●食べる機能の低下

●⻭科医療・治療の確保

●口腔ケア・介助の確保

●口腔衛生用品の不足
●うがい水と洗面所の不足
●口腔衛生状態の悪化
●義⻭の清掃不良

●義⻭不適合・義⻭性潰瘍
●⻭⾁炎や粘膜炎
●口腔の乾燥
●食べる機能の低下

●⻭科医療・治療の確保

●口腔ケア・介助の確保

●口腔衛生用品の不足
●うがい水と洗面所の不足
●口腔衛生状態の悪化
●義⻭の清掃不良

●口腔領域の外傷
●義⻭紛失・破損
●⻭⾁炎や粘膜炎
●口腔の乾燥

●⻭科医療・治療の確保

●口腔ケア・介助の確保

●口腔衛生用品の不足
●うがい水と洗面所の不足
●口腔衛生状態の悪化
●義⻭の清掃不良

●口腔領域の外傷
歯科的
問題点

●口腔ケアの啓発
●口腔機能の向上訓練
●⻭科健康相談、指導

●応急⻭科診療の⽀援

●口腔ケアの⽀援

●口腔衛生用品の提供、説明
●口腔清掃の環境整備

●口腔ケアの啓発
●口腔機能の向上訓練
●⻭科健康相談、指導
●食形態の確認・⽀援

●応急⻭科診療

●口腔ケア

●口腔衛生用品の提供、説明
●口腔清掃の環境整備

●口腔ケアの啓発

●応急⻭科診療

●口腔ケア

●口腔衛生用品の提供

（●応急⻭科診療）

歯科保健
医療活動

物資・環境

疾患・状態

医療提供

物資
・
環境

疾患・状態

医療提供

歯科保健医療における時間経過ごとの問題的と活動

歯科の新常識「災害時の歯科活動」，LION Dent.File vol.57, 2025May より改変
日本災害時公衆衛生歯科研究会HPに転載許可を得て転載 https://jsdphd.umin.jp/forcitizens.html

復興

地域支援平常時

支援活動の移行
（災害医療→保険医療，支援活動→地域事業）

災害発生

平常化

災害医療における
歯科支援（JDAT）

地域歯科
医療提供量

平常時

時間経過自院・所の復旧を優先しながら地域歯科のマネジメント

保険診療に移行

災害救助法の適用

ｓ避難所 仮設住宅 復興住宅被災

© 2024 DPHD

生活環境

地域歯科保健活動 （支援→事業）

統一
方策

地域での「食べる」支援の連携と継続

災害保健医療支援における関係者

共助： 地域や身近な
人同士の取り組みや
助け合い医療

機関
個別
支援

公助： 地方自治体や
国などによる取り組み
や救助

災害対応

支援： 共助や公助では足りない部分も含め、外部から補い支えるもの

自治体・保健所

防災
準備

公助

共助自助

保健医療福祉
活動チーム

連携 連携

ＪＤＡＴ
JRAT JDA-DAT

DPATJMAT
DHEAT

DWAT

災害時歯科保健医療活動ガイドライン等に
必要な内容と参考事例

• 国全体での動向

• 過去の作成例

• 内容の参考例

• その他



都道府県における
災害時の歯科保健医療活動
指針／ガイドライン／マニュアル

計画（指針）、マニュアル（行動）

• 兵庫県「兵庫県災害時歯科保健医療活動指針」，令和7年3月31日，
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf17/saigaijishika.html

• 東京都「災害時歯科医療救護活動ガイドライン」，令和7年3月改訂
https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/iryo/iryo_hoken/shikahoken/shiryo/saigaijigaidorain 

• 神奈川県「災害時歯科保健医療支援対応マニュアル」，令和3年7月，
https://www.niph.go.jp/soshiki/koku/oralhealth/document/kanagawa_saigaijishien_manual.pdf

• 愛知県「愛知県災害時歯科保健医療活動ガイドライン」，令和5年5月，
https://www.pref.aichi.jp/uploaded/attachment/463244.pdf

• 北海道「災害時の歯科保健医療活動～道立保健所歯科専門職のため
の手引き～」，令和2年2月

• 愛媛県 災害時保健衛生活動マニュアル～歯科口腔保健編～，平成
29年12月（修正令和5年3月），
https://www.pref.ehime.jp/h25500/shika/documents/202303.pdf

（１）環境整備と歯科的応急処置への対応
（主にフェーズ0～1の活動）

県（本庁）、市町、健康福祉事務所は、情報
を共有するとともに、避難所開設時に必要な
口腔衛生用品の手配や、避難所でうがいがで
きる洗面所（洗口所）等の環境整備を図る。ま
た、口腔顎顔面外傷等の応急処置、JDATの支
援要請等を検討する。

（２）歯科保健医療活動
（主にフェーズ２～３の活動）

歯科医療救護所＊設置や巡回診療による応
急歯科診療や避難所等における口腔健康管
理を行い、歯科疾患、誤嚥性肺炎等を予防す
る。
＊予め病院歯科や地域口腔保健センター、国民健康保険
歯科診療所等を歯科医療救護所と取決めておくのが望ま
しい。

（３）地域歯科医療従事者への移行
（主にフェーズ３～４の活動）

地域歯科医療従事者に活動を引き継ぐ。た
だし、県外JDAT撤収後も、必要に応じて仮設住

宅の住民や受診できない要配慮者への支援を
中心に、中長期的な歯科保健活動を継続する。兵庫県 災害時の歯科保健医療活動指針（令和7年3月31日）



兵庫県 災害時の歯科
保健医療活動指針
（令和7年3月31日）

兵庫県 災害時の歯科
保健医療活動指針
（令和7年3月31日）

※歯科聞き取り調査

＝施設・避難所等
歯科口腔保健ラ
ピッドアセスメント
（集団・迅速）

※JDAT等の活動の
把握

＝歯科保健医療救
護個別記録票・報
告書（災害時歯科
共通対応記録）

兵庫県 災害時の歯科
保健医療活動指針
（令和7年3月31日）

兵庫県 災害時の歯科
保健医療活動指針
（令和7年3月31日）



兵庫県 災害時の歯科保健医療活動指針（令和7年3月31日）

愛知県災害時歯科保健医療活動ガイドライン
愛知県保健医療局健康医務部健康対策課，令和5年5月

愛知県災害時歯科保健医療活動ガイドライン
愛知県保健医療局健康医務部健康対策課，令和5年5月

愛知県災害時歯科保健医療活動ガイドライン
愛知県保健医療局健康医務部健康対策課，令和5年5月



市町村における
災害時の歯科保健医療活動
指針／ガイドライン／マニュアル

災害時の歯科保健の取組 No.３，平成 28 年熊本地震での歯科支援に関する意見交換報告，
行歯会だより No.125 (2017年10月) ，
https://www.niph.go.jp/soshiki/koku/oralhealth/contents/No125_201710.pdf

平成28年熊本地震において熊本市で行われた歯科保健活動

災害時の歯科保健の取組 No.３，平成 28 年熊本地震での歯科支援に関する意見交換報告[別添
資料] ，行歯会だより No.125 (2017年10月) ，
https://www.niph.go.jp/soshiki/koku/oralhealth/contents/No125_201710_appendix.pdf

フェーズ毎（発災前から発災後）の歯科保健医療活動



東京都「災害時歯科医療救護活動
ガイドライン」 平成29年12月

東京都調布市
東京都 災害時歯科医療救護活動ガイドライン

月に一度、災害医療委員会（医
師会、歯科医師会、薬剤師会）

市地域防災計画「歯科医療を
要する傷病者に対する応急処
置」「拠点的病院等への転送の
要否および転送順位の決定（ト
リアージの実施）」「避難所内に
おける転送の困難な患者、軽症
患者に対する歯科治療、衛生
指導」＋「法歯学上の協力」

震度６弱以上で市が災対本部
を立ち上げる庁舎内に、市と同
時に、歯科医師会会長・副会
長・専務・防災担当が参集し、
歯科医師会災対本部をたちあ
げ、市の情報は同時に共有

東京都調布市
東京都 災害時歯科医療救護活動ガイドライン

マニュアルには、緊急医療救
護所担当医表や医療救護所
担当医表を掲載しており、初
動期、会員は、各自割り振ら
れた病院に参集する

歯科医師会のマニュアルで
は、「震度６弱と思われる」地
震が発生した場合は、会員
自らの判断でマニュアルに
沿った行動を開始と規定

毎年、市総合防災訓練や緊
急医療救護所設置訓練、医
師会が開催するトリアージ講
習会に参加

東京都墨田区

区独自に区災害歯科コー
ディネーターを設置（４名）

①歯科医療救護活動の統括、
②避難所等における巡回口
腔ケアなどの調整、③災害
医療コーディネーターを歯科
の分野でサポート

災害歯科コーディネーターの
職務は区災害時医療救護マ
ニュアルに具体的に明記

災害歯科コーディネーターは
震度６以上で災対保健衛生
部に参集

東京都 災害時歯科医療救護活動ガイドライン



留意事項

連携？整合性

保健医療福祉調整本部の体制

保健医療の対策やマニュアル

歯科保健医療の対策やマニュアル

第３章県内で大規模災害
が発生した場合の活動

（７）歯科保健

宮崎県災害時保健師活動
マニュアル
令和6年9月
宮崎県福祉保健部
https://www.pref.miyazaki.lg.jp/

documents/91950/91950_20240

912094912-1.pdf

対策・ケア・保健指導
＜対策＞

○避難所における歯科治療、口腔ケアについては、宮崎県歯科医師会に協力を
要請する。

○歯ブラシ、歯磨き粉、歯間ブラシ、糸ようじ、義歯洗浄剤は無料で配布される場
合があるので、避難所単位で必要数を取りまとめて連絡をする。

○応急歯科診療、歯科診療医療班（巡回歯科診療含む）の活動との連携を図る。

＜看護ケア・保健指導＞

○口腔機能維持、誤嚥性肺炎のリスクアセスメント、栄養士や言語療法士等と協
働した摂食・嚥下機能サポートを行う。

○支援物資には菓子パン、お菓子も多いので、食べる時間を決めるなどして頻回
な飲食を避けるよう働きかける。

○出来るだけ歯磨きを行い、少量の水でできる“ぷくぷくうがい”を行うよう働きか
ける。

○入れ歯の紛失、破損、歯の痛みなどで食べることに困っている場合には、歯科
医療機関を紹介する。

宮崎県災害時保健師活動マニュアル 令和6年9月 宮崎県福祉保健部
https://www.pref.miyazaki.lg.jp/documents/91950/91950_20240912094912-1.pdf
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2019年度 災害時の保健活動推進マニュアル
（地域保健総合推進事業）

p.57参照【⻭科保健・医療対策のチェック項目と症状】
チェック項目

□ 口腔衛生や口腔機能の低下に配慮が必要な対象者がいる

⻭
科
保
健
・医
療
対
策

（配慮が必要な者︓乳幼児・妊婦・後期⾼齢者・障害児者・要介護者・糖尿病等の有病者）

□ 飲料⽔・生活⽤⽔・洗口場所が不⼗分である

□ ⻭ブラシ・⻭磨き剤、コップ、義⻭洗浄剤、義⻭ケースなど資機材が不⾜している

□ 口腔清掃状況が不⼗分である

□ ⻭痛や口内炎を訴える者、⾷事摂取が不⾃由な者がいる

□ ⻭科診療所、巡回⻭科チームなどの⻭科保健医療体制がない
全国保健師長会

災害時の保健活動
推進マニュアル
（令和2年3月）

表11 歯科保健におけるフェーズ分類と歯科的問題点

全国保健師長会

災害時の保健活動
推進マニュアル
（令和2年3月）
P58

全国保健師長会

災害時の保健活動
推進マニュアル
（令和2年3月）
P59

図20 歯科保健活動
のポイント

•個別・集団
•ライフステージ

災害時の保健活動推進マニュアル(P.21･22)

Ⅱ 各期における保健活動の概要（風水害・噴火災害編）【表6】

フェーズ２ 応急対策 ー生活の安定ー
（避難所対策が中心の時期



連携？整合性

東京都
ガイドライン

保健所
指針やマニュアル

市町村
指針やマニュアル

保健所
指針やマニュアル

保健所
指針やマニュアル

市町村
指針やマニュアル

市町村
指針やマニュアル

歯科医師会
指針やマニュアル

歯科医師会
指針やマニュアル

歯科医師会
指針やマニュアル

歯科医師会
指針やマニュアル

作成した後の訓練

• 作成後には、訓練で実働してみて、す
り合わせ、見なおし続けていくことが必
要

• 担当者・関係者も交替・変化していくた
め、できれば年に1回は災害時の歯科

について話し合う場があるのが好まし
い

災害時歯科保健医療活動ガイドライン等に
必要な内容と参考事例

• 国全体での動向

• 過去の作成例

• 内容の参考例

• その他

https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001660260.pdf



Ⅰ 災害時の歯科保健医療の概要

１． 災害時の歯科保健医療支援活動の必要性
２． 災害時の歯科保健医療支援活動における自治体の役割
３． 災害で生じる歯科保健医療の問題
４． 災害時の歯科保健医療活動とその目的

Ⅱ 保健医療における災害時期（フェーズ）ごとの、歯科保健医療ニーズと
対応
１． 歯科保健医療ニーズの把握
２． フェーズに応じた歯科保健医療支援
３． 外部の歯科関係組織からの支援の検討
４． JDAT（日本災害歯科支援チーム，Japan Dental Alliance Team）
５． 自治体の対応

Ⅲ 自治体における災害時歯科の体制整備と活動時の調整
（次頁）

自治体における災害時の歯科保健医療支援活動推進のための活動指針作成に向けた考え方

令和8年（2026年）1月改定追補版

Ⅲ 自治体における災害時歯科の体制整備と活動時の調整

１．平時における災害時歯科保健医療体制の整備について
(１）災害時歯科保健医療体制の整備と、災害時歯科保健医療活動の総合調整をする者（災害歯科コー
ディネーター）の配置
(２）災害時歯科保健医療活動に関わる計画、マニュアル、協定等の整備
①地域防災計画、医療計画等に関わる災害時歯科保健医療活動の整備
②災害時歯科保健医療活動に関わるマニュアル等の整備
③災害時歯科保健医療活動に関わる関係組織との協定の締結

(３）災害時歯科保健医療に関わる研修及び訓練の実施
(４）災害時の保健医療福祉調整会議等への参画
(５）災害時のロ腔衛生に関わる普及啓発

２．災害時における歯科保健医療活動の実施について
(１）災害時歯科保健医療活動における他の保健医療福祉活動チームとの連携
(２）災害時の歯科保健医療体制に関わる情報の収集及び連携
①保健医療福祉調整本部及び保健医療福祉調整地域本部への参画
②歯科医療機関の被災状況、被災者の歯科保健医療ニーズ等の整理及び分析、情報連携等の総合
調整
(３）災害時歯科保健医療活動の実施
①歯科保健医療活動チーム（JDAT等）の派遣調整
②歯科保健医療活動チーム（JDAT等）の活動
③災害時歯科保健医療活動に関する記録・報告、情報連携
④災害時歯科保健医療活動に関わる受援（図８）
⑤地域歯科保健活動への移行

フェーズ４フェーズ３フェーズ２フェーズ１フェーズ０
復旧・復興対策期
－人生の再建・地域の再建－

応急対策
－生活の安定－

応急対策
－生活の安定－

緊急対策
－生命・安全の確保－

初動体制の確立

仮設住宅対策や新しいコミュニティづくりが中心
の時期

避難所から概ね仮設住宅入居までの時期避難所対策が中心の時期概ね災害発生後72時間以内概ね災害発生後24時間以内

地域歯科医療提供体制の推進
歯科医療救護所の閉鎖
地域歯科医療への移行・引継ぎ

被災地域の歯科医療の復旧に向けた支援
歯科医療救護所・巡回歯科診療の運営

歯科支援チーム（JDAT）派遣要請の準備・調整
歯科医療救護所設置の準備・調整

口腔顎顔面外傷への対応、広域搬送
歯科医療機能の低下医療

歯科
ニーズ

地域歯科保健活動の推進避難所等における歯科保健活動の継続
避難所等のアセスメントの実施
避難者の口腔衛生、口腔機能維持の啓発活動

生活環境がさらに悪化、口腔衛生資材の不足
避難者の口腔衛生状態の悪化

生活環境の悪化、口腔衛生資材の不足
保健サービスの低下保健

地域包括ケアシステムにおける歯科保健医療活
動の推進

介護者による口腔健康管理の支援
多職種連携による口腔健康管理の実施

福祉避難所、介護施設のアセスメントの実施
誤嚥性肺炎予防のための口腔健康管理の介入

福祉避難所の設置、介護サービスの低下
要配慮者の口腔衛生状態の悪化

障害者、要介護者の介護サービスの低下
要配慮者の口腔健康管理の中断福祉

・

・歯科保健医療関係支援物資、啓発資料等の
確認と準備（現地調整本部からの情報収集、
国への物資発送依頼）

・仮設住宅等における歯科ニーズの把握、
支援活動の見直し、活動終了時期の検討

・歯科関係団体との情報共有、支援協力依
頼

・保健所、本庁各課との歯科保健医療関係情
報の共有、分析

・保健医療福祉調整本部への災害歯科医療コーディネーター等の出席要請
・歯科関係団体との情報共有

・現地調整本部（保健所）、本庁各課との歯科保健医療関係被災状況等の情報共有、分析

・歯科支援チーム（JDAT）派遣終了の決定、
国等への報告

・歯科保健医療関係支援物資、啓発資料等について現地本部と調整を行い、不足物資の確保

・現地本部からの被災状況報告に応じた歯科支援チーム（JDAT）派遣要請検討、
国への派遣調整要請、受援体制の構築

・現地調整本部（保健所）からの被災状況報告
に応じた歯科支援チーム（JDAT）活動計画の
見直し、受援調整、支援活動終了時期の検討

（現地調整本部（保健所）が必要とする場合の歯科専門職の派遣（歯科関係状況の把握・調整支援））

・保健医療福祉調整本部への災害歯科医療
コーディネーター等の歯科保健医療関係者
の招集
・歯科関係団体への連絡、情報共有
・被災状況の確認（被災地域、被災者数、歯
科医療機関の被災状況等）

・現地調整本部（保健所）、本庁各課との連絡、
情報共有（各課の役割、問合せ窓口の確認
等）

・都道府県内及び地域における歯科保健医
療支援体制の確認

・本庁各課、市町村との歯科保健医療関係情
報の共有、分析
・地域歯科関係団体との情報共有、支援協力
依頼

・仮設住宅等における歯科ニーズの把握、地
域歯科保健医療資源による支援体制の検討
（復興リハビリテーション等における歯科保
健支援活動の検討等）

・歯科支援チーム（JDAT）活動終了をふまえ
た地域歯科保健医療関係者との引継ぎ支援

・現地保健医療福祉調整本部会議への地域災害歯科医療コーディネーター等の歯科保健医療関係者の出席要請
・地域歯科関係団体との情報共有

・歯科保健医療に係る被災状況の情報収集、分析

・現地保健医療福祉調整本部への地域災害
歯科医療コーディネーター等の歯科保健医
療関係者の招集
・地域歯科関係団体への連絡、情報共有
・被災状況の確認（被災地域、被災者数、歯
科医療機関の被災状況等）及び県本部への
報告 ※派遣されるリエゾンや保健師への歯
科的視点確認
・地域調整本部内での役割分担時に歯科の
視点を入れ、情報共有（本部及び市町村窓
口の確認等）

・避難所等における歯科保健医療関係支援
物資、啓発資料等の確認と準備

・避難所等における歯科保健医療関係支援物資、啓発資料等の確認と不足物資の確保（県調
整本部へ要請）
※誤嚥性肺炎を予防するには早期の歯科保健医療支援体制の構築が必要であるため、避難
所のライフラインの状況、ハイリスク者の状況等の状況を考慮した支援活動の検討を行う。特に
ハイリスク者の対応を行っている福祉避難所における支援体制を考慮する。

・歯科保健医療支援計画の見直し、県調整本
部への報告

・歯科保健医療支援の方針決定、県調整本
部への報告

・地域歯科医療提供体制に応じて応急歯科
診療所等の設置の検討

・避難所等の状況に応じた歯科支援チーム
（JDAT）派遣要請決定、県調整本部への派
遣要請、受援、調整

・避難所等の状況に応じた歯科支援チーム
（JDAT）受援調整、支援活動終了時期の検討

・仮設住宅等における歯科ニーズの把握、支
援活動の見直し、活動終了時期の検討

・被災状況に応じて歯科支援チーム（JDAT）
派遣要請検討、県本部への派遣要請、受援
体制の構築 ※被災状況の規模や、地域歯
科医療機関・関係団体の支援体制の確認
を行い、派遣要請の検討を行う。

・歯科保健医療に係る被災状況の情報収集、
保健所との情報共有・相談
・地域歯科保健医療関者との情報共有、連
携した支援活動
・仮設住宅等における歯科ニーズ調査（歯科
項目を調査に含める）の実施、支援活動の
見直し、活動終了時期の検討

・市町村対策本部の立上げにおける地域歯科
医療関係者の招集（地域の代表歯科医師等）
・被災状況の確認（被災地域、被災者数等）、
避難所設置の検討
・被災状況や避難所設置状況を踏まえた口腔
衛生用品等の歯科保健医用関係物資や啓発
資料等の確認を行い、不足する場合は現地
調整本部に支援要請
・歯科支援チーム（JDAT）の受援体制の準備

・市町村対策本部会議への地域歯科医療関係者の出席依頼（地域の代表歯科医師等）
・歯科保健医療に係る被災状況の情報収集、現地調整本部への報告・相談

・歯科支援チーム（JDAT）の受援調整 ・歯科支援チーム（JDAT）との連携、支援活動
終了時期の検討

・歯科支援チーム（JDAT）の活動終了を踏まえ
た地域歯科保健医療関係者への引継ぎ支援

・避難所等における歯科保健医療関係支援物資、啓発資料等の確認、不足する場合は現地
調整本部に要請

・仮設住宅等における歯科ニーズ調査（歯科
項目を調査に含める）の実施、復興に向けた
支援体制の検討

（現地調整本部が必要とする場合の歯科専門職の派遣要請）

二
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連
携

活
動

二
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ズ

物
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連
携

活
動

都道府県
主管課

保健所

市町村 二
ー
ズ

物
資

連
携

活
動

・仮設住宅等における歯科ニーズの把握、
支援体制の検討

災害時歯科保健医療活動に係る調整の概要

（現地調整本部が必要とする場合の歯科専門職の派遣要請）

令和4年度厚生労働行政推進調査事業費補助金研究事業（22IA2006）「自治体における災害時の歯科保健活動推進のための
活動指針作成に向けた研究」自治体における災害時の歯科保健医療支援活動推進のための活動指針作成に向けた考え方 https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/iryo/iryo_hoken/shikahoken/shiryo/saigaijigaidorain
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https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/shisetsu/jigyosyo/hokenjyo/nisitama/tiiki/kadaibetu_plan/saigaiguideline_phn https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/shisetsu/jigyosyo/hokenjyo/nisitama/tiiki/kadaibetu_plan/saigaiguideline_phn
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第四章災害時の保健活動とは 表Ⅳ-3 フェーズ別保健活動一覧（Excel） 災害時歯科保健医療活動ガイドライン等に
必要な内容と参考事例

• 国全体での動向

• 過去の作成例

• 内容の参考例

• その他

その他

• 災害歯科保健医療連絡協議会

• 災害医療コーディネーター（歯科）

• 連絡調整員

被災自治体における歯科保健医療支援

行政歯科 あり
歯学部 あり

行政歯科 なし
歯学部 なし

行政歯科 あり
歯学部 なし

自治体・保健所

行政歯科職

歯科医師会

大学歯学部
（＆病院歯科）

歯科衛生士会

支援 日本災害歯科支援チーム（JDAT）

歯科技工士会

行政歯科職

歯科医師会

歯科衛生士会

歯科技工士会

保健医療管理課
保健センター
保健師ら

歯科医師会

歯科衛生士会

歯科技工士会

自治体・保健所 自治体・保健所



歯科における連携（役割分担）

マネジメント行政歯科職（被災地）

診療所の復旧を優先したうえ
で、地域へのマネジメント

歯科医師会（被災地）

迅速対応と歯科医療救護
大学歯学部
（＆病院歯科）

避難所等地域における歯科
保健医療支援活動の実働

派遣歯科専門職
＆歯科衛生士会

中長期的対応
歯科衛生士会
＆大学歯学部

災害歯科保健医療標準テキスト，P76, 一世出版，2021

支援内容の時間経過と、支援者における分担

勤務医による
迅速支援 勤務医による専門的支援

開業医による
診療所復興支援

支援者
の分担

大黒英貴，災害歯科医学，P58, 医歯薬出版，2018 より改変

歯科衛生士による歯科保健支援

https://www.jda.or.jp/dentist/disaster/#sec00

都道府県版
参考案



歯科 ８県
2025年12月現在

高知県

徳島県
山口県

鳥取県

滋賀県

群馬県

宮城県
大阪府

（日本歯科医師会調査）

活動要領・研修会・e-learning

行動指針・規則
根拠法・協定
共通書式・アクションカード
参考資料・過去の情報
関連情報

ＪＤＡＴ基礎研修会（2024年度～）

ＪＤＡＴ標準研修会（2018年度～（旧：体制研修会））

ＪＤＡＴアドバンス研修会（2020年度～）

ＪＤＡＴロジスティクス研修会（計画中）
• 各構成団体におけるＪＤＡＴ事務局が主な対象
• 2024年度にはロジスティクス基礎研修会をオンライン開催

• 対象は各構成団体よりの推薦者
• 東京にて年3回（地域別）、実地
• 事前動画・事前課題あり、当日は意見交換が主体

研修会（2025年度現在）赤字は2024年度から

• ｅラーニング（標準編１時間）による事前研修あり
• 基本は地域開催（主催：各構成団体及び傘下団体）、対象は主催者で設定可
• 日本歯科医師会開催はオンラインにて年１回、対象は各構成団体の推薦者

• ｅラーニングのみ（基礎編２時間３０分）
• どなたでも、いつでも、もちろん無料！
• ＰＤＦにて修了証発行

厚生労働省補助金災害医療チーム等養成支援事業

https://www.jda.or.jp/dentist/disaster/ 約2時間30分 約60分
https://www.jda.or.jp/dentist/disaster/



令和4年度厚生労働行政推進調査（令和 8 年１月改定追補版）

https://jsdphd.umin.jp/pdf/22IA2006.nkkk.booklet.4p.20260108.pdf

平成30年度～令和4年度 JSPS科研費

http://jsdphd.umin.jp/pdf/19K10420.nkkk.4p.pdf

月刊nico 2018年8月号

避難生活が招く「震災関連死リスク」を減らす「口腔ケア」とは？【歯科医が解説】
ダイヤモンド・オンライン 2024.11.28 https://diamond.jp/articles/-/353929

被災地での水不足が
健康リスクを高める

避難所での生活が
フレイル（虚弱）を
加速させる

被災時にも活躍する
オーラルケア用品



【寄稿】能登半島地震による被災者の口腔への影響と，地域で連携した「食べる」支援の継続
2025.04.08 医学界新聞：第3572号，https://www.igaku-shoin.co.jp/paper/archive/y2025/3572_05

図1 災害時の口腔健康管理/口腔機能管理 図2 能登半島地震後に増加した口腔の主訴
公立能登総合病院歯科口腔外科における1月
1日～2月29日の2か月間の受診数。

ライオン歯科材 Dent. File vol.57, 2025May, P9-10 歯科の新常識「災害時の歯科活動」
許可をいただき転載：日本災害時公衆衛生歯科研究会＞ポスター・パンフレット等
https://jsdphd.umin.jp/forcitizens.html

50代の女性を応援するフリーマガジン 「めりぃさん」 https://merry.inc/

2025年6月10日号（歯と口の健康週間に関する特集）
許可をいただき転載：日本災害時公衆衛生歯科研究会＞ポスター・パンフレット等
https://jsdphd.umin.jp/forcitizens.html

日本災害時公衆衛生歯科研究会
http://jsdphd.umin.jp/

ML登録

2015年6月15日発刊
一世出版

A3判 2000円

歯科医師会・歯科衛生士会、行
政・保健所勤務など、災害時の保
健医療対応に関わる方々どなたで
も、登録お待ちしております！

日本災害時公衆衛生歯科研究会 ML登録係

jsdphd-admin＠umin.net

書籍・研究報告書など

研修会動画・配布資料など

アセスメント票・アクションカード・パンフ・ポスターなど

研修動画・活動動画・研修準備資料など

メーリングリスト
各種書式・パンフレット
研修媒体動画
研修会資料・動画


